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滋

市
民
文
化
の
殿
堂
市
民
会
館
は
こ
の
ほ
ど
完
成
し
ま
し
た
。
市
民
文
化
の
向
上
と
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

め
、
昨
年
七
月
に
着
工
し
た
市
民
会
館
は
一
年
三
，
月
の
工
期
と
二
億
円
を
こ
え
る
工
費
を
も
っ
て
こ
の

ほ
ど
完
成
、
十
月
＋
九
日
落
成
式
の
ま
こ
び
と
な
り
ま
し
た
。
以
下
市
民
会
館
の
概
要
を
⑯
知
ら
せ
し

市民文化の殿堂、十日町市民会館の全景

一

市
民
会
館
の
建
設
は
文
化
施
設
の
整

備
と
い
わ
ゆ
る
都
甫
的
施
設
の
整
備

の
声
に
応
え
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で

す
。
着
工
は
昨
年
七
月
で
す
が
市
民

の
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に

ょ
り
工
事
も
順
調
に
進
み
、
予
定
ど

お
り
、
本
年
九
月
に
完
成
い
た
し
ま

し
た
。
場
所
は
、
市
民
体
育
館
と
な

り
の
旧
公
民
館
本
館
あ
と
（
辰
甲
七

三
〇
番
地
一
）
で
、
地
上
四
階
建
て

総
面
積
三
千
六
十
・
九
平
方
厨
（
九

百
十
七
・
九
坪
）
の
近
代
的
な
建
物

で
す
。

　
ま
た
こ
の
市
民
会
館
は
、
公
民
館

本
館
の
機
能
も
併
せ
も
ち
、
教
養
の

場
と
し
て
も
ご
活
用
い
た
だ
け
る
と

こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。

　
利
用
開
始
は
、
十
月
十
九
日
の

落
成
式
後
の
二
十
日
以
降
か
ら
で

す
。

　
使
用
恩
金
は
会
館
維
持
費
の
一
部

を
ご
負
担
い
た
だ
く
程
度
の
つ
と
め

て
低
い
額
に
き
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
利
用
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
つ
ぎ
に
施
設
の
内
容
を
ご
紹
介
い

た
し
ま
す
。

大
小
集
会
室

の
ほ
か
図
書

室
も

　
市
民
会
館
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん

の
文
化
の
向
上
と
福
祉
の
増
進
を
は

か
る
目
的
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
い
ろ

い
ろ
の
設
備
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
■
集
会
室
…
第
一
集
会
室
（
四
セ

三
畳
）
か
ら
第
三
集
会
室
（
兼
美
術

屋
）
ま
で
あ
り
、
第
一
集
会
室
は
市

民
の
大
広
間
と
し
て
各
種
団
体
等
の

研
修
の
場
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

　
浴
室
も
あ
り
、
四
十
三
畳
の
日
本

間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
■
ホ
ワ
イ
エ
・
ロ
ビ
ー
…
明
る
い

玄
関
ホ
ー
ル
と
し
て
、
市
民
の
談
話

室
、
休
け
い
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
広
女

と
り
ま
し
た
。

　
と
き
に
は
展
示
ホ
ー
ル
と
し
て
活

用
さ
れ
ま
す
。

　
■
ホ
ー
ル
…
冷
暖
房
、
照
明
装
置

音
響
装
置
、
防
音
設
備
が
完
備
さ
れ

舞
台
な
ど
も
音
楽
、
演
劇
、
映
写
会

な
ど
名
彩
な
行
事
に
利
用
さ
れ
る
よ

う
特
別
配
慮
を
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
の
階
に
事
務
室
が
あ
り
ま
す
。

　
■
学
習
室
…
青
年
学
級
、
家
庭
教

育
学
級
、
婦
人
学
級
、
成
人
学
級
な

寄せられた善意総額73，000円
たすけあいの精神からはじまった赤い羽根共同募金運動が、

ことしもゆ月1日から実施されました。

十日町市は280万円の目標額を定め、学校募金、法人募金、戸

別募金など幅ひろい募金運動を行なっていますが、さらには

じめての試みとして去る10月1日から3！日間、市街地十字路

で街頭募金を行ないました。この街頭募金は春日市長を先頭

に服部共同募金会十日町支会長、婦人会員、中学生など延べ

72人の人たちが街頭で市民の善意を呼びかけました。

その結果、善意の箱には72，983円という尊いお金が寄せられ

ました。市では、早速、市全域にわたる福祉活動や才末たす

けあい援護金などに使用させていただく予定です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご協力いただ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたみなさん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の温い善意に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紙上から厚く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お礼申しあげ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真は善意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を呼びかける

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市長と婦人会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　員）

査
が
十
一
月
八
日
か
ら
十
日
ま
で
実

施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
約
三
百
品
目
、
銘

柄
数
は
約
八
百
銘
柄
の
商
品
に
つ
い

て
調
査
し
、
文
字
ど
お
り
「
物
価
セ

ン
サ
ス
」
と
も
い
わ
れ
る
物
価
の
総

合
的
な
大
調
査
で
す
。

　
当
市
は
約
百
二
十
店
の
小
売
店
を

対
象
に
み
な
さ
ん
の
日
常
生
活
上
の

主
要
な
商
品
に
つ
い
て
値
段
や
販
売

数
量
を
調
査
し
ま
す
。

　
選
ば
れ
た
小
売
店
に
つ
ぎ
の
調
査

員
が
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
そ
の
際

あ
り
の
ま
ま
記
答
え
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　　　田　　皿田”　　　　臆　　　皿　　　皿　　皿　皿　盟闘“

ど
社
会
教
育
の
場
と
し
て
各
学
習
室

を
用
意
し
ま
し
た
。

　
講
堂
は
視
聴
覚
教
材
を
用
意
し
、

視
聴
覚
教
室
や
、
講
義
室
な
ど
レ
ク

リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
社
会
教
育
の
場
と
し
て

料
理
、
工
作
用
に
実
習
室
が
用
意
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
■
図
書
室
…
市
民
の
読
書
の
場
と

し
て
図
書
室
が
あ
り
、
閲
覧
に
利
便

を
図
り
、
広
く
と
り
ま
し
た
。

　
口
資
料
室
…
郷
土
の
歴
史
、
考
古

民
俗
の
資
料
を
収
納
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
研
究
家
の
調
査
研
究
の
た

め
、
研
究
室
を
設
け
ま
し
た
。

　
目
を
奪
う
雪
国
の
壁
画

市
民
会
館
に
入
る
と
正
面
の
ホ
ワ

イ
エ
の
壁
に
は
、
幅
五
駁
に
わ
た
っ

て
「
雪
国
」
の
絵
が
自
然
石
に
よ
っ

て
み
ご
と
に
画
か
れ
、
人
目
を
奪
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
壁
画
は
時
価
百
万

円
相
当
で
十
日
町
商
工
会
議
所
か
ら

寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　利用申し

込
み
は
公
民
館
事
務
室

（
市
民
会
館
内
）
へ
。

月
二
十
日
以
降
利

用
で
き
ま
す
が
現
在
申
し
込
み
の
受

け
つ
け
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　
利
用
方
法
、
使
用
料
等
の
く
わ
し

い
こ
と
は
、
二
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

特
豪
雪
地
帯
に
十
日
町
市
な
ど
指
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基
幹
市
町
村
道
に
大
幅
補
助

　国は

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法

に
も
と
す
く
特
別
豪
雪
地
帯
に
新
潟

県
で
十
日
町
市
を
含
む
五
十
市
町
村

市
民
会
館
設
置
条
例
な
ど
可
決

　
　
　
　
　
　
第
三
回
市
議
会
定
例
会

　
市
議
会
第
三
回
定

例
会
は
去
る
九
月
十

六
日
開
会
し
、
会
期

六
日
間
で
十
日
町
地

域
広
域
市
町
村
圏
協

議
会
の
設
置
や
市
民

会
館
設
置
条
例
、
昭

和
四
十
六
年
度
十
日
町
市
一
般
会
計

補
正
予
算
な
ど
二
十
議
案
を
審
議
し

ま
し
た
。

　
議
決
さ
れ
た
主
な
も
の
と
し
て

は
、
十
日
町
地
域
広
域
市
町
村
圏
の

振
興
整
備
や
計
画
策
定
の
た
め
、
十

日
町
地
域
広
域
市
町
村
圏
協
議
会

（
十
日
町
市
、
川
西
町
、
津
南
町
、
中
里

村
の
一
市
二
町
一
村
加
入
）
の
設
置

　
十
日
町
市
民
会
館
設
置
条
例
と
市

民
会
館
、
市
公
民
館
使
用
条
例
の
制

定
。

　
市
営
住
宅
条
例
の
全
部
を
改
正
す

る
条
例
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

ほ
か
歳
入
歳
出
予
算
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
六
千
三
百
六
十
四
万
六
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
総
額
を
二
十
一
億

七
百
九
十
三
万
八
千
円
と
す
る
昭
和

四
十
六
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
を

可
決
し
ま
し
た
。

　
歳
出
予
算
追
加
の
主
な
も
の
は
、

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
防
除
委
託
料

追
加
四
十
万
円
、
ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ

ト
リ
防
除
機
三
台
購
入
十
七
万
一
千

円
、
市
道
改
良
工
事
費
及
び
、
市
道

舗
装
工
事
費
追
加
四
百
七
十
万
円
、

　
除
雪
グ
レ
ー
ダ
ー
購
入
費
追
加
四

百
二
十
万
円
、
圧
雪
用
小
型
雪
上
車

講
入
（
五
台
）
費
追
加
二
百
四
十
万

円
、
橋
禦
工
事
費
追
加
二
百
万
円
、

柔
剣
道
練
習
場
改
造
工
事
（
旧
公
民

館
転
用
改
造
）
百
四
十
四
万
円
と
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
教
育
委
員
会
委

員
本
田
金
作
氏
の
後
任
に
樋
口
熊
蔵

氏
（
中
条
旭
町
）
を
任
命
す
る
こ
と

に
同
意
し
ま
し
た
。

　
な
霜
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
に
竹

内
茂
氏
（
川
治
内
後
）
を
推
せ
ん
す

る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

全
国
で
百
六
十
七
市
町
村
を
指
定
、

去
る
十
月
二
日
告
示
し
ま
し
た
。

　
特
別
豪
雪
地
帯
に
指
定
さ
れ
る
と

基
幹
市
町
村
道
改
修
の
国
庫
補
助
が

カ
サ
上
げ
さ
れ
る
な
ど
恩
恵
が
あ
り

当
市
に
と
っ
て
も
、
生
活
や
産
業
基

盤
な
ど
整
備
し
や
す
い
条
件
が
そ
ろ

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
特
別
豪
雪
地
帯
と
は
、
積
雪
度
の

要
件
…
累
年
平
均
積
雪
積
算
値
一
万

五
千
移
耕
日
（
一
・
五
層
積
雪
の
日

が
連
続
し
て
百
日
あ
る
地
域
）
以
上

の
地
域
が
市
町
村
の
二
分
の
一
以
上

で
あ
る
こ
と
。

　
積
雪
に
よ
る
住
民
の
生
活
の
支
障

の
要
件
…
積
雪
の
た
め
自
動
車
の
通

行
不
能
日
数
が
三
十
日
以
上
で
あ
る

集
落
の
割
合
が
十
五
．
％
以
上
で
あ
る

こ
と
。

　
な
ど
積
雪
に
よ
る
住
民
の
支
障
度

が
著
る
し
い
地
域
で
す
。
な
お
特
別

豪
雪
地
帯
指
定
地
域
は
昭
和
四
十
七

年
か
ら
五
十
六
年
度
ま
で
の
十
年

間
、
つ
ぎ
の
特
別
措
置
が
講
じ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

e
建
設
省
が
認
め
る
基
幹
市
町
村
道

　
の
改
修
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
三
分

　
の
二
だ
っ
た
国
庫
負
担
が
県
道
並

　
み
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
国
七
割
、

　
県
三
割
の
負
担
で
な
さ
れ
、
ま
た

　
県
道
工
事
代
行
が
認
め
ら
れ
る
。

口
公
立
小
、
中
学
校
の
分
校
校
舎
や

屋
内
運
動
場
な
ど
の
建
設
費
補
助

率
を
現
行
小
学
校
三
分
の
一
、
中

学
校
二
分
の
一
か
ら
一
律
三
分
の

二
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

全
国
物
価
統
計
調

査
に
ご
協
力
を

昭
和
四
十
六
年
全
国
物
価
統
計
調

調
査
員
名

　
小
杉
広
作
担
当
調
査
区
目
川
治

八
箇
、
六
箇
全
域

　
庭
野
栄
作
　
担
当
調
査
区
閂
駅
通

り
、
昭
和
町
二
、
三
丁
目
、
加
賀
糸

屋
町
、
関
口
樋
口
町
、
泉
町
、
西
寺

陶
、
七
軒
町
、
宮
下
町
東
西
。
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一市町村民税の普通微収一
　個人の市町村民税は、特別徴収
の方法による場合を除いて、普通
徴収の方法によらなければなりま
せん。普通徴収とは、納税通知書
を納税者に交付することによって
徴収することをいいます。

　すなわち課税権者が一方的に租
税債権の内容を具体的に確定させ
る行政処分を行なうことによって
徴収する方法です。したがって納
税通知書の交付という行政処分を
行なわない限りその者は納税義務
を負うことはありません。
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土
木
工
事

入
札
結
果

市の

入
札
結
果
（
八
月
十
三
日
）

▽
宇
都
宮
一
・
三
号
線
舗
装
新
設
工
事
（
稲
荷
町
一
一
九
耕
）

　
落
札
者
　
中
野
建
設
工
業
（
株
）
　
　
落
札
額
　
百
二
十
三
万
円

▽
公
営
住
宅
黒
沢
団
地
建
築
工
事
（
黒
沢
二
棟
）

　
落
札
者
協
和
建
設
（
株
）
　
　
落
札
額
千
五
百
四
十
万
円

　
（
九
月
一
日
）

▽
山
本
停
車
場
線
舗
装
新
設
工
事
（
寿
町
四
丁
目
二
二
三
層
）

　
落
札
者
　
上
越
舗
道
（
株
）
　
　
落
札
額
　
四
百
五
万
円

▽
宇
都
宮
下
川
原
線
舗
装
新
設
工
事
（
本
町
六
、
九
二
騨
）

　
落
札
者
　
中
野
建
設
工
業
（
株
）
　
落
札
額
　
六
十
五
万
円

▽
内
後
城
之
古
線
側
溝
改
良
工
事
（
内
後
一
〇
五
麿
）

　
落
札
者
　
南
雲
土
建
　
　
落
札
額
　
六
十
二
万
円

▽
四
日
町
五
軒
新
田
線
舗
装
新
設
工
事
（
四
日
町
地
内
）

　
落
札
者
　
上
越
舗
道
（
株
）
　
　
落
札
額
　
百
四
十
五
万
円

▽
宇
都
宮
七
号
線
舗
装
新
設
工
事
（
宇
都
宮
四
九
材
）

　
落
札
者
　
中
野
建
設
工
業
（
株
）
　
落
札
額
　
二
＋
六
万
五
千
円

　
（
九
月
＋
八
日
）

▽
山
本
二
号
線
舗
装
新
設
工
事
（
九
〇
層
）

　
落
札
者
　
上
越
舗
道
（
株
）
　
　
落
札
額
　
百
四
十
五
万
円

▽
稲
荷
町
三
丁
目
北
線
舗
装
新
設
工
事
（
四
八
麿
）

　
落
札
者
　
上
越
舗
道
（
株
）
　
　
落
札
額
　
五
十
万
円
。

子
供
の
交
通
事
故
は
県
内
第
一
位

　
　
　
　
　
　
　
み
ん
な
で
交
通
事
故
防
止
を

　本年は

交
通
事
故
の
増
加
が
目
立
ち
、
十
日
町
市
の
交
通
亭
故
の

増
加
率
の
う
ち
、
子
供
の
事
故
は
第
一
位
、
自
動
二
輪
は
県
内
第
三

位
と
い
う
状
況
で
す
。

　
交
通
事
故
防
止
の
た
め
、
交
通
の
規
則
を
守
る
と
と
も
に
、
つ
ぎ

の
こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
一
、
車
間
距
離
を
十
分
と
っ
て
運
転
す
る
。

　
二
、
ス
ビ
ー
ド
を
出
さ
な
い
、
わ
き
み
運
転
を
し
な
い
。

　
三
、
無
理
な
追
越
し
を
し
な
い
。

　
四
、
歩
行
者
は
、
道
路
の
右
側
歩
行
に
努
め
、
道
路
横
断
は
必
す

　
左
右
を
に
し
か
め
、
手
を
あ
げ
て
渡
る
。

『
）

ン遜錘
り￥

へ
’
．

‘明813わが縁に9‘2しみの交通≧鮮敵1

市内交通事故発生状況

と
較
減

年
比

前
の
増

年
期

前
同

46．9。30現在

2
　
6
5

　
　
　
8

8　　
　
0

　
　
　
2

者10死

負傷者273

一416一
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五
万
市
民
の
文

麟灘騰

購
羅

騨騰
架
辮

纐
護

へ　

れ
　
　
ン

　
　
蓋
以
を
、
会
合
や
発
、
表

館
一
　
　
贈
み
会
、
展
示
会
な
ど

、
凄
　
　
ぐ

顎
、
一
　
　
V
拶
の
場
と
し
て
お
気

驚
響
箋
用
く
だ

・
蟹
濤
　
　
一
濃
さ
い
。

蝋
．
記
癖
な
お
、
現
在
市

懲
．
麓
、
罠
竈
の
叢
を

よ
　
　
　
H
り
摂
記
念
し
て
つ
ぎ
の

ム
　
　
　
じ
ふ
ば

．
、
，
　
．
，
ト
　
行
事
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
（
市
民
会
館
落
成
記
念
行

事
円
程
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

休
館
日
は
毎

週
月
曜
日

市
民
会
館
の
開
館
時
間
は
、
午
前

九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
と
し
、
毎

週
月
曜
日
と
年
末
、
年
始
、
国
民
の

祝
日
の
翌
出
、
臨
時
休
館
出
を
除
き

利
用
開
始
は

　
　
　
　
十
月
二
十
日
か
ら

毎
日
開
館
さ
れ
ま
す
。

　
□
申
し
込
み
は

　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

ま
で
に
、
公
民
館
事
務
室
へ
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

　
電
話
で
の
予
約
受
付
も
し
ま
す
が

早
め
に
書
類
で
正
式
申
し
込
み
を
し

て
く
だ
さ
い
。

（
書
類
は
公
民
館
事
務
室
に
用
意
し

て
あ
り
ま
す
）

　
な
お
申
し
込
み
の
際
、
催
物
の
内

容
、
入
場
料
、
そ
の
他
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
用
意
く

だ
さ
い
。

　
口
使
用
申
し
込
み
期
間

使
用
の
申
し
込
み
の
受
付
は
使
用

日
の
三
十
日
前
か
ら
い
た
し
ま
す
。

た
だ
し
ホ
ー
ル
に
つ
い
て
は
使
用

日
の
六
ヵ
月
前
、
ホ
ワ
イ
エ
の
み
の

場
合
は
、
二
十
日
前
か
ら
受
付
し
ま

す
。　

□
運
続
使
用
日
数

使
用
が
一
人
の
方
に
か
た
よ
ら
な

い
よ
う
に
、
連
続
し
て
使
用
で
き
る

日
数
は
四
日
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
□
使
用
料
は

室
別
の
使
用
料
は
別
表
の
と
お
り

で
す
が
使
用
の
承
認
を
受
け
た
ら
、

前
納
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

ま
た
、
使
用
料
減
額
願
い
に
ょ
り

音楽、演劇、映写会など多彩な行事に

利用されます。

一
使
用
料
の
減
額
（
使
用
料
減
額
表
を

ご
覧
く
だ
さ
い
）
も
で
き
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
□
ご
審
付
の
お
礼

市
民
会
館
の
内
部
備
品
等
の
寄
付

を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
各
種
団
体

個
人
の
各
位
に
紙
上
よ
り
厚
く
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

十
日
町
市
民
会
館
録
画
の

　
N
H
K
連
想
ゲ
ー
ム
は

　
十
月
三
十
日
に
放
映

市
民
会
館
の
落
成
を
記
念
し
て

N
H
K
土
曜
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
連
想

ゲ
ー
ム
」
の
公
開
録
画
が
＋
月
二
十

六
日
午
後
五
時
か
ら
行
な
わ
れ
ま

す
。

市民会館落成記念行事一覧表

　
こ
の
公
開
録
圃
の
全
国
放
送
は
十

月
三
十
日
（
土
）
の
N
H
K
総
合
テ

レ
ビ
午
後
七
時
三
十
分
か
ら
の
「
連

想
ゲ
ー
ム
一
の
時
間
に
放
映
予
定
で

す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な
お
こ

　
．
【
ご
；
～
■

の
番
組
は
カ
ラ
ー
放
映
と
な
り
ま
す

　
起
債
は
一
億
二
千
万
円

市
民
会
館
は
一
億
二
千
万
円
の
国

民
年
金
特
別
融
資
を

う
け
て
つ
く
ら
れ
た

も
の
で
す
。

｛一P、〆隅一》u、内へ’陶u《’㌔ら『、5『、《’隔》隔一．》一亀』’、，”量恒《’巳げ唖’、〆》o

月日 行　　事　　名 時　　間 会　　場
後
五の
時
公
　
開
か
録
ら
画
行
が
な
＋
わ
月
れ二
ま
十

10月

19 市民会館落成式 午後1時30分～ 市民会館ホール

20
長　寿　大　学 午前9時～午後3時 〃

フオーク集会 午後6時～9時 〃

2 市　　　　　　展 公民館本館
26 NHK　連想ゲーム 午後5時～7時10分 市民会館ホール

す想レ
のゲ　ビ
で　1午
おム後
知一七
らの時
せ時三
し間十
まに分
す放か
。映ら
な予の
お定rこで連

8
　
　
9

2
　
　
0
乙

郷土芸能大会
（黎獺疑も）

O　　f　　　～

　　3時30分
○午後6時～

　　8時30分

〃

30 　　　　　ロブラスバンド演奏会 午後6時～8時 〃

11月

2
文　　　化　　　祭

　日
午前9時～午後8時
（3日）

午前9時～午後4時
公民館本館

3 青年のつどい
　日】
午後7時～9時
（3日）

午後1時～3時

市民会館ホール
　　の市　　番
民起組
会債は
懇は召
一一　1

璽億放
＿一映
千脚と万千な
円万り
の円ま
国　　す

2～5

菊花展覧会
一
午
前9時～午後6時 　　寡公民館本館

5 婦人会繭卒葡u蒔～
午後3時

礁　ホール
ム民館本館

6 コーラス、・リサイタル 午後6時30分～9畔 市民会館ホール

7
　1　　、剛

選柳花春勉強会 午後1時～4時30分 〃

、
7
8

12

秋の名作映画祭 午後6時～9時30ラ獣
〃

祭一σ王「凝irう 後　　、30 1戻無ル
も　う民
のけ年
でて金
すつ特
σく別
　ら融
　れ資
　たを

14 きものフエステイバル 午後1時～4時
1一　　　“

器蕉忌句会
禰而蒔～

午後5時 公民館本館
演　　　会 午後7時～ 市民会館ホール

使用料の減額一覧表

使　　用　　団　　体馬
瓢生の翻1集会室、講堂、実

習室及び学習室

1　市　が使　用　す　る　と　き 全額免除 全額免除
2　市以外の官公署が使用するとき 5割以内 5割以内

3　市立学校以外の学校が使用 5割以内 5割以内

4　市内の社会教育関係団体 5割以内 全額免除
5　市内の教育、学術、文化、体育
　産業、社会事業等の団体の使用 3割以内 5　割以内

6　青少年及び成人の団体が
　社会教育活動のため使用 一 全額免除

午前　700円

午後1，000円

夜間1，300円

集会室の使用料
　
ψ
至
古
至
出
至
古
至
出
至
室
虐
至

　
会
会
会
習
習
習
習

　
集
集
集
学
学
学
学

　
二
三
四
二
ご
二
四

第
第
第
第
第
第
第

　　午前　　500円
室午後500円
　　イ交艮月　　　500P1

日音

罵否マ万冴ミ 二つレーの便 用料ほ
頁を加えた額とする。
斗は、この表に規定する使

斗は、この表に規定する使

　　　　　　　　　f干二自‘∫6，000P　J

ホール午後8，000円
　　　　　　　　　イ交『司10，000P］

　　　　　　午前3，000円
ホワイエのみ午後4，000円
　　　　　　夜間5，000円

研　
を
ま
　
む

額
料
り
半
。

τ
当
用
る
用
る

さ
相
使
す
使
す

課
割
の
と
の
と

第一集会室
講　　　堂
第一実習室
第二実習室

ヒ
①天場税颪1　この表に刻
②暖房を使月

　用料の五害
③冷房を使月

1　用料の三害

市民の談話室、俳けい室としてひろく

活用できます。

i午前1，000円
1｝欄瑚
杢　夜間2，000円
に 毒づ　　　勿

規定する使用料の五
用する場合のホール
割相当額を加えた額
用する場合のホール
割相当額を加えた額

開
館
時
間
…
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

　
　
午
前
…
九
時
か
ら
正
午
ま
で

　
　
午
後
…
一
時
か
ら
．
五
時
ま
で

　
　
夜
間
…
六
時
か
ら
十
時
ま
で

青年学級生などの茶、華道教室として

利用されます

附帯設備の使用料

設備名 単　位 使用料金

照明器具 一　式 3，000円

16ミリ発戸

映写機
＿　　ム
　　ロ

1，000円

クランド
ヒ。ア　ノ

＿　　ム
　　ロ 2，000円

音響器具 一　式 1，500円

（
使
用
区
分
一
回
の
使
用
料
で
す
）

市民の読書の場として図書室をもうけ

ました。

このほか、各種会合などのための集会室、研

修に適した43畳の大広間などがあり、市民会

館は文字どおり、市民文化及び市民の教養の

場となっています。

　　　　　　　　　〔写真は10月2日撮影〕

市民会館の平面図

一階

π
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専
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．
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増
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申
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階二階三
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輔
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蓄
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ε
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ψ
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一
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し、亀
㌧

ノ
㌧ブくご利用口座振替な

に便利と市の支払金な

去
る
九
月
一
日
か
ら
指
定
金
融
機

関
制
度
を
採
用
し
ま
し
た
が
、
各

金
融
機
闘
の
ご
協
力
の
も
と
に
市
の

会
計
亭
務
を
進
め
て
参
り
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て

は
、
す
で
に
八
月
の
市
報
で
お
知
ら

せ
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
市
の
支
払

金
に
つ
ド
て
口
座
振
替
の
方
法
で
支

払
を
希
望
さ
れ
る
場
合
の
請
求
方
法

と
受
領
方
法
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　
従
来
市
役
所
か
ら
支
払
金
を
受
領

さ
れ
る
と
き
は
、
会
計
課
ま
で
直
接

お
い
で
願
っ
た
わ
け
で
す
が
、
口
座

振
替
の
場
合
は
、
そ
の
手
間
を
省
き

請
求
人
の
預
金
口
座
（
銀
行
、
農
協

等
に
自
分
名
義
の
預
金
が
あ
る
こ
と

で
す
）
へ
直
接
支
払
金
が
振
込
ま
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
◇
ロ
座
振
替
の
で
き
る

　
　
場
合

e
、
口
座
振
替
を
希
望
す
る
旨
の
申

出
が
必
要
で
す
。

口
、
振
込
み
を
希
望
す
る
金
融
機
関

（
銀
行
、
農
協
等
）
に
必
す
預
金
口

座
を
設
け
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す

　
以
上
の
条
件
の
も
と
に
自
動
的

に
、
市
か
ら
請
求
人
の
預
金
口
座
に

振
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
◇
口
座
振
替
の
申
出
と
請

　
　
求
書
の
提
出
方
法
は

9
、
口
座
振
替
の
申
出
と
請
求
書
を

兼
ね
た
も
の
と
し
て
様
式
①
に
準
じ

た
請
求
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
こ
れ
は
複
写
式
と
な
っ
て
お
り
一

部
は
請
求
人
の
控
で
一
部
が
市
に
提

出
さ
れ
ま
す
。

請
求
書
及
び
口
座
振

　
替
申
込
書
記
入
上
の

　
留
意
点
（
様
式
①
、
）

一
、
請
求
印
は
法
人
の
場
合
、
会

社
印
の
ほ
か
代
表
者
印
も
必
要

で
す
。

二
、
金
額
の
割
正
は
押
印
し
た
印

鑑
で
願
い
ま
す
。

三
、
振
替
銀
行
等
の
名
称
と
請
求

番
号
の
記
入
が
な
い
と
口
座
振

替
で
き
ま
せ
ん
。

四
、
黒
ま
た
は
青
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

で
複
写
す
る
。

五
、
請
求
番
号
は
、
連
続
番
号
を

　
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

口座振替申込書

振替bO蜥○○支店

銀行 ＋日町市農協00事桑所

　1（連続番号を紀入する）
請求

番号1⑦

　聯式①の耗載例
　納品書兼請求書

口座振讐通知書

店
　
所

　
務

支
　
事O

O

　
　
や

○
○

行
　
協

銀
　
農

　
　
ガO
O

O
O

振
込
先

金　　　1
額　　　 l　i／7〃，〃

鎗昭和タ〆年瑚～角

内訳（詩求番号）

鳳戎（…）の言ζ数例

建機な　レ』』請求金額…
〃

旦．旦　　品　　　、名 1些 遂－墜　価
　〔

1．．一金 額 課　名

盈匡i Ω Q＿ρr＿一阻！．一ノク、 ．／’［

認1ク！ooΩ　・1ノクー
口」⊇ゐ一Q」L

1上
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一±塑堕堕生璽

　
　
　
　
□
甲
□
□
□

　
　
　
　
　
　
　
　
紬
　
喚
　
慧
　
駆

口
、
今
ま
で
に
ご
使
用
の
請
求
書
で

口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

こ
の
様
式
に
灘
じ
て
振
込
先
銀
行

名
、
農
協
名
、
請
求
書
に
整
理
番
号

　
　
　
　
名
等
を
記
入
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
よ
っ
て
口
座
振
替
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
◇
支
払
金
の
振

　
　
込
み
通

　
　
知
は

　
市
か
ら
の
支
払
金
を
請

　
求
入
の
預
金
口
座
に
振

替
し
た
と
き
は
、
市
か
ら

の
口
座
振
替
通
知
書
（
様

式
②
）
を
郵
便
ハ
ガ
キ
で

通
知
し
ま
す
。

　
支
払
金
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
請
求
番
号
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
◇
ロ
座
振
替
申
し

　
　
　
　
　
　
　
㎜
　
込
み
と
請

　
　
　
　
　
　
　
図
　
求
書
兼
用

　
　
　
　
　
　
　
オ

　
　
　
　
　
　
　
鴫
の
用
紙
敢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
扱
店
は

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
兼
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
求
書
は
つ

　
　
　
　
　
合
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
の
印
刷
所

殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
実
費
頒
布

鎚
　
　
　
　
　
　
す
る
よ
う
協

ゐ　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
済
み
で
す

あ
》　

　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
ご
希
望

プ

静
　
購

Ψ　
繍
　
　
　
　
　
　
○
組
で
一
冊

　
六
十
五
円
で
す
）

　
　
取
扱
店
（
株
）
中
央
印
刷
所
（
本

町
三
）

　
　
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
市

　
役
所
会
計
課
ハ
電
㈹
三
二
一
）
へ

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
市
営
住
宅
入
居
者

　
　
及
び
補
欠
者
募
集

　
　
第
一
種
、
第
二
種
而
営
住
宅
入
居

　
者
及
び
補
欠
申
込
受
付
を
つ
ぎ
の
と

　
お
り
募
集
し
ま
す
。

　
一
、
受
付
期
間
　
昭
和
四
十
六
年
十

　
　
月
二
十
二
日
よ
り
、
昭
和
四
十
六

　
今
年
は
、
戸
籍
制
度
百
周
年
の
記

念
す
べ
き
年
に
あ
た
り
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
が
ふ
だ
ん
見
な
れ
て
い
る

ゴ
月
籍
」
の
歴
史
に
つ
い
て
、
簡
単

に
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　
わ
が
国
の
戸
籍
の
起
源
は
、
古
く

今
か
ら
約
二
千
年
以
上
も
前
の
崇
神

騨
灘

天
皇
†
二
年
、
す
で
に
課
役
の
た
め

調
査
が
行
な
わ
れ
た
と
国
史
に
伝
え

ら
れ
、
約
千
三
百
年
前
の
孝
徳
天
皇

の
時
代
に
は
、
援
田
、
租
税
、
賦
役

な
ど
の
た
め
、
全
国
的
に
戸
籍
、
計

帳
が
調
製
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
中
世
に
入
る
と
律
令
国
家
の
衰
亡

と
と
も
に
戸
籍
の
制
度
も
ま
た
衰
退

し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
午
三
百
年

も
前
に
造
ら
れ
た
戸
籍
、
計
帳
が
、

現
在
も
な
お
奈
良
、
正
倉
院
の
奥
深

ぐ
静
か
に
ね
む
っ
て
い
ま
す
。

　
武
家
時
代
の
戸
籍
の
歴
史
は
、
あ

ま
り
は
ウ
き
り
と
し
ま
せ
ん
が
、
軍

れ
ま
し
た
。

　
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
、
明
治
四

年
四
月
四
日
に
新
政
府
に
よ
っ
て

「
戸
籍
法
」
が
公
布
さ
れ
、
こ
れ
が

今
日
の
戸
籍
制
度
の
母
体
と
な
る
も

の
で
今
年
は
、
こ
の
年
か
ら
数
え
て

ち
ょ
う
ど
百
年
に
あ
た
り
ま
す
。

　
戸
籍
は
、
こ
の
よ
う
に
古
く
か
ら

戸
籍
制
度
百
周
年
記
念

　
　
　
　
　
　
戸
籍
の
歴
史
シ
リ
ー
ズ
①

役
、
夫
役
な
ど
の
必
要
か
ら
各
地
方

で
戸
籍
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。

　
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
寛
永
年
間

の
島
原
の
乱
以
後
キ
リ
ス
ト
教
を
禁

止
す
る
た
め
の
「
宗
門
改
」
に
よ
っ

て
、
戸
籍
登
録
が
大
い
に
発
達
し
、
・

宗
門
改
帳
、
人
別
帳
な
ど
が
つ
く
ら

お
も
に
祖
税
、
徴
兵
、
防
犯
な
ど
の

行
政
の
目
的
の
た

め
に
つ
く
ら
れ
て

き
ま
し
た
が
、
現

在
の
戸
籍
は
、
人

の
身
分
関
係
の
公

証
、
つ
ま
り
人
が

生
ま
れ
た
こ
と
や

死
亡
し
た
こ
と
、
夫
婦
や
親
子
の
関

係
な
ど
を
登
録
し
て
お
き
、
必
要
に

応
じ
て
そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
で
す

　
現
在
、
戸
籍
の
仕
事
は
、
市
町
村

の
大
切
な
仕
事
の
一
つ
と
し
て
、
細

か
い
点
に
い
た
る
ま
で
厳
格
に
法
規

を
守
り
、
全
国
統
一
さ
れ
た
取
扱
に

ょ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
戸
籍
制
度
の
長
い
伝
統
と
、
そ
の

正
確
、
迅
速
な
仕
事
ぶ
り
は
、
世
界

に
も
例
を
み
な
い
も
の
で
、
こ
れ
か

ら
も
長
く
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く

こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

口
座
振
替
通
知
書
の

留
意
点
λ
様
式
②
）

一
、
市
の
支
払
日
は
月
三
回
で
す

が
、
請
求
さ
れ
た
も
の
が
ま
と

噂
め
て
振
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
場
合
、
請
求
番
号

が
内
訳
欄
に
記
入
さ
れ
、
金
額

は
そ
の
合
計
額
で
通
知
さ
れ
ま

す
。

二
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
と
っ
た

　
ら
、
自
分
の
控
で
金
額
女
ど
確

　
認
し
、
元
帳
の
整
理
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
年
十
月
三
十
日
ま
で

二
、
受
付
場
所
、
市
社
会
福
祉
事
務

　
所

三
、
資
格

←り

市
内
に
住
所
又
は
勤
務
先
の
あ
る

人
。

＠
現
在
同
居
あ
る
い
は
同
居
し
よ
う

と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
の
あ
る
も
の
、
そ
の
他
婚
約

者
を
含
む
）
が
あ
る
こ
と
。

伽
過
去
一
。
年
間
の
総
所
得
を
所
得

税
法
の
計
算
の
例
に
準
じ
て
算
出
し

た
金
額
を
十
二
で
除
し
た
額
の
合
計

か
ら
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き
五
千
円

を
控
除
し
た
額
が
第
一
種
市
営
住
宅

四
万
六
千
円
以
下
、
第
二
種
市
営
住

宅
二
万
七
午
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

口
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
な
者
で
あ
る
こ
と
。

困
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

四
、
選
考
基
準
及
び
方
法

　
つ
ぎ
の
基
準
に
よ
り
、
市
営
住
毛

入
居
者
選
考
委
員
会
で
審
議
の
上
入

居
者
を
決
定
し
ま
す
。

ω
住
宅
以
外
の
建
物
、
ま
た
は
保
安

上
危
険
な
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
者

回
他
の
家
族
と
同
居
し
著
し
ぐ
生
活

上
の
不
便
を
受
け
て
い
る
者
、
ま
た

は
住
宅
が
な
い
た
め
親
族
と
同
居
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
者
。

の
住
宅
の
規
模
ま
た
は
間
取
り
と
世

帯
構
成
上
と
の
関
係
か
ら
不
適
当
な

居
住
状
態
に
あ
る
者
。

⑫
正
当
な
事
由
に
よ
る
立
退
の
要
求

を
受
け
適
当
な
立
退
先
が
な
い
た
め

困
窮
し
て
い
る
も
の
。

㈱
住
宅
が
な
い
た
め
勤
務
場
所
か
ら

著
し
く
遠
隔
の
地
に
居
住
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
者
、
ま
た
、
収
入
に

比
べ
著
し
く
過
大
な
家
賃
の
支
払
を

交通安全お願いしまあ一す

一こどもと老人を守る一を最重点に秋の全国交

通安全運動を実施、期間中黄色一色の秋の交通事故

絶滅運動が展開されました。この期間中去る9月

28日川治地内の道路で十日町実業高校家庭クラブ生

　　　　　　　　　　　　　　　徒20人が約400

　　　　　　　　　　　　　　　個のかわいい交

　　　　　　　　　　　　　　　通安全マスコッ

　　　　　　　　　　　　　　　　トをドライノミー

　　　　　　　　　　　　　　　に手渡し、交通

　　　　　　　　　　　　　　　安全を呼びかけ

　　　　　　　　　　　　　　　ました。

　　m　“　m㎜””

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
者
。

内
以
上
に
該
当
す
る
者
の
ほ
か
、
現

に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
な
者
。

五
、
入
居
時
期

補
欠
者
の
募
集
で
す
の
で
、
現
入
居

者
が
立
退
き
し
た
後
の
入
居
に
な
り

ま
す
。
た
だ
し
黒
沢
県
営
住
宅
（
仮

称
）
に
つ
い
て
は
十
一
月
二
十
一
日

頃
、
黒
沢
市
営
住
宅
（
仮
称
）
に
つ

い
て
は
十
二
月
一
日
頃
の
予
定
で

す
。

び
し
ょ
ぬ
れ

オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
ゲ
大
会

が森
参の
加ス
　ポ
　1
　ツ
　に

　十

　チ
　1
　ム

　
地
図
と
磁
石
を
用
い
て
、
地
図
上

に
示
さ
れ
た
、
い
く
つ
か
の
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
を
発
見
、
通
過
し
、
で

き
る
だ
け
短
時
間
で
ゴ
ー
ル
す
る

森
の
ス
ポ
ー
ツ
、
オ
リ
ヱ
ン
テ
ー
リ

ン
グ
県
大
会
が
去
る
九
月
十
二
日

（
日
）
十
日
町
市
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　
こ
れ
は
新
潟
県
と
十
日
町
市
教
育

委
員
会
共
催
で
行
な
っ
た
も
の
で
、

当
日
は
あ
い
に
く
の
雨
模
様
に
も
か

か
わ
ら
す
三
十
三
チ
ー
ム
（
百
名
）

が
参
加
し
て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
参
加
者
は
市
民
体
育
館
で
こ
の
ル

ー
ル
の
説
明
を
聞
い
た
あ
と
、
キ
歳

ヵ
丘
公
園
を
午
後
零
時
三
十
分
に
ス

タ
ー
ト
、
四
キ
。
の
コ
ー
ス
を
歩
い

た
り
、
走
っ
た
り
雨
に
び
し
ょ
ぬ
れ

に
な
り
な
が
ら
も
善
戦
し
ま
し
た
。

　
競
技
結
果
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す

　
（
二
、
三
位
は
省
略
）

A
コ
ー
ス
、
中
学
生
男
子

　
一
位
小
林
敏
夫
、
高
橋
信
生
、

チ
ー
ム
、
時
間
　
一
時
間
十
分

B
コ
ー
ス
、
一
般
男
子

　
一
位
、
樋
口
良
三
、
小
野
塚
源

蔵
、
平
野
俊
江
、
田
中
顕
チ
ー
ム
、

時
間
五
＋
五
分

C
コ
！
ス
、
中
学
生
女
子

　
一
位
、
池
田
み
ち
子
、
山
田
佳

代
、
籾
山
京
子
チ
L
ム
、
時
間
　
一

時
間
＋
五
分

　
写
真
は
「
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を

自
分
の
地
図
に
正
確
に
す
ぱ
や
く
写

し
と
る
」
　
（
山
本
イ
ナ
リ
神
社
）

　
あ
な
た
も
離
農

　
給
付
金
を
も
ら

　
え
る
の
で
は

　
　
　
今
一
度
た
し
か
め
て

　
あ
な
た
は
、
離
農
給
付
金
と
い
う

制
度
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す

か
…
・
。

　
離
農
給
付
金
と
は
、
言
葉
の
と
お

り
離
農
し
た
人
に
支
給
さ
れ
る
一
時

金
で
す
。

　
支
給
額
は
三
†
五
万
円
と
十
五
万

円
の
ふ
た
と
お
り
あ
り
、
給
付
は
昨

年
十
月
に
発
足
し
た
農
業
者
年
金
基

金
で
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ど
う
い
う
人
が
給
付
を
う
け
ら
れ

る
か
と
い
う
と
、
ま
す
、
離
農
す
る

ま
で
、
ひ
き
つ
づ
き
五
年
以
上
農
業

を
続
け
て
き
た
経
営
主
で
、
二
十
才

以
上
の
者
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
つ
ぎ
に
、
離
農
予
定
者
が
こ
れ
ま

で
経
営
し
て
き
た
自
分
名
義
の
自
作

地
、
小
作
地
の
す
べ
て
を
田
畑
の
ま

ま
で
処
分
し
た
場
合
で
す
。

（
た
だ
し
、
三
†
〆
以
上
の
自
作
地

を
処
分
し
た
場
合
に
か
ぎ
る
）
そ
の

場
合
、
自
作
地
に
つ
い
て
は
所
有
権

を
譲
り
渡
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
給
付
金
は
、
離
農

者
の
援
助
と
と
も
に
、
離
農
者
が
手

放
し
た
農
地
を
他
の
農
家
の
規
模
拡

大
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
ネ
ラ
イ
を

も
っ
て
い
ま
す
の
で
、
処
分
の
相
手

は
、
六
十
才
未
満
で
一
定
経
営
規
模

を
も
つ
経
営
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
く
わ
し
い
こ
と
は
市

農
業
委
員
会
に
お
た
す
ね
く
だ
さ

い
．

　
臼
電
話
㈹
三
一
一
一
番
。

教
育
委
員
長
に

小
海
氏

　
十
日
町
市
教
育
委
員
会
は
、
去
る

十
月
一
日
の
教
育
委
員
会
議
で
教
育

委
員
長
に
小
海
隆
三
郎
氏
（
市
内
高

山
）
を
選
び
ま
し
た
。

十
繍
種
目
に
大
会

新
記
録

　
　
〈
十
三
回
〉
二
市
三
郡

　
　
陸
上
競
技
選
手
権
大
会

　
二
市
三
郡
陸
上
競
技
選
手
権
大
会

は
、
去
る
十
月
三
日
（
日
）
午
前
九

時
か
ら
十
日
町
高
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
で

開
か
れ
熱
戦
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
快
晴
に
恵
ま
れ
、
中
学
、

高
校
、
一
般
男
女
六
百
三
十
五
名
が

参
加
し
て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
記
録
の
の
び
は
各
種
目
と
も
め
ざ

ま
し
く
十
一
種
目
で
大
会
新
記
録
が

だ
さ
れ
ま
し
た
。

【
写
真
は
走
り
巾
跳
で
大
会
新
記
録

を
出
し
た
南
雲
朋
子
さ
ん
（
下
条

中
）
】

　
市
選
管
が
自
治

　
大
臣
表
彰

　
市
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
明
る
く

正
し
い
選
挙
の
推
進
に
努
力
し
た
と

い
う
こ
と
で
、
こ
の
ほ
ど
自
治
大
臣

か
ら
表
彰
さ
れ
去
る
五
日
県
庁
で
伝

達
式
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

罷悶翻“　　胆　脳腿闘悶柵“1

新
潟
県
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た

　
　
四
日
町
神
宮
寺
の
観
音
様
㈲

　
さ
て
観
音
様
の
山
門
の
上
棟
が
な
さ
れ
て
か
ら
完
成
ま
で
六
年
の

歳
月
が
流
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
間
に
観
音
堂
に
仮
住
い
さ
れ
て
い

た
仁
王
様
は
、
山
門
の
現
在
の
場
所
に
安
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
に
一
七
六
七
年
に
は
有
志
の
浄
財
に
よ
い
、
て
西
国
三
十
三
番
礼

所
（
ふ
だ
し
ょ
）
観
音
像
が
山
門
楼
閣
に
迎
え
ら
れ
た
の
で
す
◎

　
現
在
、
山
門
の
楼
閣
内
陣
に
は
、
正
面
に
阿
弥
陀
如
来
（
あ
み
だ

に
ょ
ら
い
）
、
観
音
、
勢
至
（
せ
い
し
）
菩
薩
の
三
像
、
左
右
に
そ

れ
ぞ
れ
十
六
体
の
観
音
像
、
北
面
に
聖
観
音
像
、
毘
沙
門
天
王
、
不

動
明
王
像
、
菩
薩
像
の
四
体
、
合
計
三
十
九
体
の
尊
像
が
安
置
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
尊
像
は
、
四
日
町
の
小
杉
忠
右
工
門
氏
の
先
祖
の
六
部

（
ろ
く
ぶ
）
ー
書
字
し
た
六
十
六
部
の
法
華
経
を
納
め
る
た
め
に
諸

国
の
霊
場
、
社
寺
を
回
る
巡
礼
1
に
な
っ
た
方
が
信
心
を
こ
め
て
楼

閣
に
背
負
い
上
げ
た
の
で
す
。

　
四
日
町
か
ら
来
る
参
道
の
傍
に
、
よ
ろ
み
の
木
の
植
わ
っ
た
塚
が

あ
り
、
こ
こ
に
「
日
本
回
国
供
養
塔
」
が
建
て
ら
れ
山
門
の
森
が
仰

が
れ
ま
す
。

　
楼
閣
に
尊
像
を
背
負
い
上
げ
た
小
杉
氏
は
こ
こ
に
眠
っ
て
い
る
の

で
す
。

　
氏
が
亡
く
な
る
と
き
、
山
門
の
見
え
る
と
こ
ろ
に
埋
め
て
く
れ
る

よ
う
遺
言
し
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
．

　
胸
を
打
つ
尊
い
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
観
音
様
は
こ
う
い
う
多
く
の
人
び
と
に
信
仰
さ
れ
、
そ
し
て
護
持

さ
れ
て
き
た
の
で
す
．

　
そ
の
後
、
三
十
三
番
札
所
観
音
像
は
、
明
治
十
五
（
一
．
八
八
二
）

年
、
十
日
町
の
二
瓶
丑
太
郎
氏
を
始
め
多
く
の
信
者
の
喜
捨
に
ょ
っ

て
彩
色
修
繕
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
時
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
だ
け
は
、
塗
師
が
チ
．
の
尊
容
に

打
た
れ
て
彩
色
で
き
す
、
つ
い
に
断
念
し
た
と
い
う
こ
～
で
す
．

　
本
尊
は
翻
波
（
ほ
ん
ぱ
）
式
の
一
木
造
り
で
玉
眼
を
持
ち
、
大
指

と
頭
指
で
印
を
結
ん
だ
両
手
を
胸
前
に
広
げ
、
威
厳
に
満
ち
た
尊
像

で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
正
面
に
は
阿
弥
陀
三
尊
の
広
大
な
功
徳
を
讃
え
、
「
福
は
東

海
の
如
く
、
寿
は
南
山
に
似
た
り
」
と
書
か
れ
た
額
が
掲
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
く
）

筆
　
者
・
竹
　
　
内
　
　
道
　
　
雄

　
　
　
　
　
（
文
化
財
観
世
音
護
持
会
副
会
長
、

　
　
　
　
　
　
長
岡
高
専
教
授
）

【
写
真
は
山
門
楼
閣
の
阿
弥
陀
三
尊
像
】

一418一
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　　雪まつりのテーマ

　　「明るく楽しく美しく」が特選

　　晋まつり企画委員会で決定

雪まつり企画委員会は雲まつりのテーマを募集

していましたが、このほど492の応募作品のな

かから特選1点、佳作ゆ点を決定しました。

雪まつりテーマの特選はつぎのとおり

　　　　「明るく楽しく美しく」

ごみの分別収集を実施　ご協力ください

市はごみの収集方法を一部変更して従来の混合

収集を廃止し、不燃物を別途に集めるごみの分

別収集を実施することになりました。したがっ

てもえるものともえないものの収集をつぎの通

り区分けして収集しますので、もえるものの収

集日と、もえないものの収集日をお間違いのな

いようご注意ください。　（くわしいことは9月

25日付の回覧をご覧ください）

・月、木曜ごみ収集区域

　もなえいごみは水曜日にごみステーションに

出してください。

・火、金曜ごみ収集区域

　もえないごみは木曜日にごみステーションに

出してください。

・水、土曜ごみ収集区域

　もえないごみは金曜日にごみステーションに

出してください。

・水曜ごみ収集区域

　もえないごみは金曜日にごみステーショソに

だしてください。

　　　　第5回長寿大学を開催

昭和42年から十日町市老人クラブ連合会は、会

員の教養をはかるため、長寿大学を開催してい

ますが、ことしもつぎのとおり長寿大学を開ぎ

一日講演を聞いたり、手品、映画などのレクリ

ェーションを楽しむことにしています。

　日時昭和46年10月20日

会場　十日町市民会館

講師　十日町市長　春日由三氏

　　　十日町小学校長　長谷川敏雄氏

　　　　交通制限のお知らせ

■国道1ワ号線（中条新田地内）消雪施設埋設

工事のため10月31日まで片側通行となります

■国道日7号線（本町4丁目地内）暗きょ工事

のためH月10日まで諸車一方通行となります

　　　　　（ただしバスを除く）

　　　　戸籍人権相談所を開設

戸籍制度IOO周年記念行事として法務局と市共

催で戸籍、人権相談所を開きます。

身分上の悩みや人権問題などお気軽におでかけ

ください。

　と　き　10月27日午前10時～午後3時

　ところ　市役所4階会議室

　　住みよい社会をつくる郵便貯金

ゆ月1日～10月3旧は住みよい社会をつくる郵

便貯金奨励運動月間です。　（十日町郵便局）

模造けん銃の所持が禁止されました

模造けん銃（金属でつくられ本物そっくりのけ

ん銃）は10月？O日から、つぎの措置をとるか廃

棄しなければならなくなりました。そのままの

状態で所持していると処罰されます。

◇銃こうを金属で完全にふさぐこと

◇銃身・機関部を白か黄色に塗色すること

模造けん銑の廃棄はできるだけ警察署へ依頼し

てください（十日町警察署）

千歳町千原友一！万円　水沢、丸山尚政5万円

（香典返し）丸山町、松沢清治1万円（香典返

し）十三会、村山松栄（代表）3．000千円福祉

事業寄付

　　　新潟県観光写真コンクール

新潟県及び新潟県観光協会では、新潟県観光写

真を募集しています。ご応募ください。

・題材　新潟県の観光地を紹介するにふさわし

い風景、行事、風俗など、明るく、楽しい雰

囲気をもつもの

・作品、白黒、カラー、サイズは自由

・締切り　昭和46年10月31日まで

・送り先新潟県観光課（新潟市学校町）また

は最寄りカメラ店

　　　泌尿器科開設のお知らせ

十日町病院にこのほど泌尿器科が開設されまし

たので、お知らせします。

開設日　毎週金曜日

時　間　午前9時から午後5時まで

　海上保安大学校、海上保安学校学生募集

第九管区海上保安本部はつぎのとおり海上保安

大学校、海上保安学校学生を募集しています。

受付期間　昭和46年日月i日から同月i6日まで

受験資格　昭和23年4月2日以降に生まれた男子

　　　で高等学校卒業見込みの者

　住宅金融公庫借入申込の受付期問を延長

昭和46年度住宅金融公庫一般個人住宅建設資金

借入申し込みの受付期間をl　i月15日まで延長し

ますのでお知らせします。

　　　　停電の為知らせ
口10月25日午前8時から正午まで

本町3一本町2一加賀糸屋町一西寺町一水野

町一関口樋口町

田ゆ月29日午前9時から正午まで　高島の一部

一南鐙坂土地改良区

一
匿

　
　
　
あ
な
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
十
月
一
ヨ
～
十
月
三
十
　
　
で

　
一
日
は
「
国
保
強
調
月
　
　
年

　
閥
」
で
す
　
　
　
　
　
　
さ

　
「
国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
に

が
な
ど
で
経
済
的
負
担
に
み
ま
わ
れ

た
と
き
、
お
互
い
に
助
け
合
い
困
難

を
分
か
ち
あ
う
た
め
平
素
か
ら
保
険

料
を
出
し
合
い
、
こ
れ
に
国
や
市
も

拠
出
し
て
医
療
費
を
負
担
す
る
目
的

生
ま
れ
た
も
の
で
、
昭
・
和
四
十
五
　
　
さ
ら
に
市
で
は
診
療
所
を
運
営
し

度
而
で
負
担
し
た
医
療
費
は
み
な
た
り
、
保
健
婦
を
設
置
す
る
な
ど
み

ん
の
納
め
た
保
険
料
の
二
倍
以
上
な
さ
ん
の
健
康
を
守
る
た
め
、
い
ろ

も
な
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
い
ろ
の
保
健
活
動
を
行
な
っ
て
お
り

（
つ
ぎ
の
図
を
参
照
く
だ
さ
い
）
　
ま
す
。
い
ざ
と
い
う
と
き
あ
な
た
を

黙
国
覇
金
湯

費
と
り
　
　
　
　
　
邸
　
謬

療
怖
瀞
　
賛
ー
納
。
銅

腿
馨
懸
羅
離
儂

－
　
　
料
　
　
　
人
ー
　
　
D

の
　
　
険
　
　
ー
　
　
ー
灘

度
　
掻
　
　
額
甥
講

年
　
　
　
渇
　
　
　
　
担
7
0
あ
幌

菊
　
　
　
　
　
　
　
者
負
生
¢ゆ

　
和
　
　
　
　
　
　
　
　
患

　
昭

な
守
る
国
保

ん
な
で
入
っ
て
助
け
あ
い

土
ま
れ
た
も
の
で
、
昭
和
四
十
五
　
　
さ
ら
に
市
で
は
診
療
所
あ

反
而
で
負
担
し
た
医
療
費
は
み
な
た
り
、
保
健
婦
を
設
置
す
ろ

加
の
納
め
た
保
険
料
の
二
倍
以
上
な
さ
ん
の
健
康
を
守
る
た
め

も
な
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
い
ろ
の
保
健
活
動
を
行
な
っ

（
つ
ぎ
の
図
を
参
照
く
だ
さ
い
）
　
ま
す
。
い
ざ
と
い
う
と
き
あ

て
く
れ
る
国
保
制
度
を
あ
な
た

て
あ
げ
る
た
め
つ
ぎ
の
こ
と
に

力
く
だ
さ
い
。

保
険
料
は
必
ら
す
納
期
内
に
納

O
家
庭
内
に
出
産
、
死
亡
、
転

転
入
、
世
帯
分
離
、
そ
の
他
の

（
社
会
保
険
加
入
脱
退
）
が
あ

と
き
は
、
早
目
に
市
民
課
に
届

て
く
だ
さ
い
。

変
通
事
故
な
ど
で
被
害
を
受
け

き
は
、
必
す
本
入
、
及
び
加
害

住
所
氏
名
等
を
国
保
の
係
に
届

て
く
だ
さ
い
。

　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　

牡
㍑
為

汁
媒
田
弼
　
渉

占
瀞
朝
　
　
　
癌

ノ
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

42　　　43　　　44　　　45

年　年　年　年

ど
う
ぞ
受
診

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
』

　
市
社
会
福
祉
事
務
所
で
は
、
お
と

し
ょ
り
の
皆
さ
ん
に
病
気
を
早
く
み

つ
け
て
い
つ
ま
で
も
丈
夫
で
明
る
く

楽
し
い
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
だ
く

た
め
、
こ
と
し
も
市
、
医
師
会
の
協

力
に
よ
り
つ
ぎ
の
と
お
り
老
人
健
康

診
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た

四
、
急
病
以
外
は
で
き
る
だ
け
診
療

時
間
内
に
受
診
す
る
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

な
お
国
保
の
こ
と
で
不
明
な
点
が
あ

り
ま
し
た
ら
市
保
険
課
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

＜
だ
さ
い

し
も
老
人
診
査

の
で
、
名
数
受
診
さ
れ
る
よ
う
お
す

＼
め
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
受
け
ら
れ
る
人
は
、
希
望

す
る
医
院
又
は
、
診
療
所
で
、
六
十

五
才
（
明
治
三
十
九
年
四
月
一
臼
ま

で
に
生
ま
れ
た
人
）
以
上
の
人
に
限

り
ま
す
。

　
［
般
診
査
料
は
、
無
料
で
す
。

　
受
診
券
と
健
康
保
険
証
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

　
▽
日
時
及
び
受
診
場
所

　
十
日
町
病
院

　
十
月
二
十
六
日
、
二
十
七
日
、
二

十
九
日
（
各
日
と
も
午
後
二
時
か
ら

三
時
ま
で
）

　
中
条
病
院

　
十
月
十
九
日
、
二
十
日
、
二
十
七

日
（
各
日
と
も
午
後
二
時
か
ら
三
時

ま
で
）

　
山
ロ
医
院
（
下
条
）

　
十
月
十
九
日
、
二
十
日
、
二
十
一

日
（
各
日
と
も
午
後
一
時
か
ら
二
時

ま
で　

池
田
医
院

　
十
月
二
十
三
日
、
二
十
六
日
、
二

十
八
日
（
各
日
と
も
午
後
二
時
か
ら

四
時
ま
で
）

　
庭
野
医
院

　
十
月
二
十
一
日
、
二
十
二
日
（
各

日
と
も
午
後
二
時
か
ら
三
時
三
十
分

ま
で
）

　
山
口
医
院
（
十
日
町
）

　
十
月
十
五
日
、
十
六
日
、
十
八
日

（
各
日
と
も
午
後
二
時
か
ら
四
時
ま

で
）　

至
誠
堂
医
院

　
十
月
十
九
日
、
二
十
日
、
二
十
一

日
（
各
日
と
も
午
前
九
時
か
ら
十
一

時
ま
で
）

　
大
島
医
院

　
十
月
十
九
日
、
二
十
日
（
午
後
一

時
か
ら
四
時
ま
で
）

　
吉
田
診
療
所

　
十
月
二
十
一
日
、
二
十
二
日
（
各

日
と
も
午
後
一
時
か
ら
二
時
ま
で
）

　
水
沢
診
療
所

　
十
月
二
十
五
日
、
二
十
七
日
（
各

日
と
も
午
前
九
時
か
ら
＋
一
時
）
中

条
、
六
箇
、
水
沢
山
地
の
方
は
出
張

診
療
並
び
に
巡
回
療
診
日
に
受
診
で

き
ま
す
。

17日　桂味医院　丸山町

　　　電話7－3260番

24日池田医院本町西一
　　　電話2－2581番

3旧中条病院
　　　電話7－3018番
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　　　通算年金制度について　（2）

　なぜ通算するか
わが国では、各公的年金制度が独自の歴史をもって創

設発展したため、どの年金制度でも20年とか、25年とい

う長い期間一つの制度に加入しなければ、年金をもらえ

ないしくみになっています。

　しかし、人の一生というものは、あるときは被用者（会

社員等）となり、あるときは自営業者（農業、商業等）

というように仕事をかえる場合が少なくありません。

そうなると、20年、25年という年金をもらうための期

間をみたすことができずに老人になった人は、一生どこ

からも年金をもらうことができなかったわけです。

それでは、この不合理を除く方法はといえば、誰でも

「8つある公的年金制度を一つに統合すればいいじゃな

いか」と考えるわけですが、その実現となるとなかなか

むずかしい現状であります。

それは、いままで発展してきた各々独自の歴史を無視で

きないからであります。そこで考えられた制度がr通算

制度」であり、各公的年金のあいだを行ったりきたりし

てもその期間を合算すれば一つの制度に加入していたと

同じように扱い、その期間が受給資格期間（年金をもら

うための20年、25年）をみたすときは、その人に年金を

支給しようということです。

　したがって通算制度ができたことによって多くの人々

が年金の受給権を得られる道がひらけたことになります

　通算対象期間について
　（通算される人）

　国民年金の実施により年金制度上国民は、二つのグル

ープに分けられました。

それは、昭和36年4月1日現在で、50才をこえる人た

ちと、それ以外の人たちとなります。

50才未満の人は、かけ金をするどれかの公的年金制度

に加入してもらい、それ以上の人には、年をとってから

どこからも年金がもらえないときに、無拠出の老令福祉

年金が支給される仕組、いわゆる国民皆年金ができたわ

けです。

　したがってr通算制度」の対象となる人は、主として

明治44年4月2日以後に生まれた人で、これらの人は通算

によって年金がもらえることになります。

当時50才以上の人でも条件さえあてはまっていれば通

算は行われます。

通算年金を理解するには昭和36年4月1日という日が

重要になってきます。

　老令福祉年金の支給開始年令を引下げ（障害者）

国民年金法2級（ひとり用がたせない程度の障害を有す

る人）の該当者は、老令福祉年金の支給開始年令が70才

から65才に引き下げられ・昭和46年H月から適用される

ことになりました。該当すると思われる方は市国民年金

係にお申し出ください。

　　国民年金受給権者も保養所を利用できます

国民年金の受給権者（被保険者）も健康保険保養所赤倉

（銀嶺荘）瀬波（松風荘）弥彦（山彦荘）を利用できる

ことぴこなりました。

申込用紙は、市役所国民年金係にあります。

利用料金　日帰り（1食）……300円

　　　　　宿泊（1泊2食）……1，000円
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